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子ども虐待相談
担当課

所在地 TEL FAX

子ども総合相談セ
ンター事務所
〔築山事務所〕

松山市築山町12-33
（青少年センター内）

(089)943-3215 (089)943-3070

　　　〃
〔萱町事務所〕

松山市萱町6-30-5
(松山市保健所・消防合同
庁舎2階)

(089)922-2399 (089)922-2150

子育て支援課子ど
も家庭相談室

今治市別宮町4-1-1 (0898)36-1529 (0898)34-1145

福祉課児童福祉係 宇和島市曙町1 (0895)24-1111 (0895)24-1160

社会福祉課 八幡浜市北浜1-1-1 (0894)22-3111 (0894)22-2727

子育て支援課支援
係

新居浜市一宮町1-5-1 (0897)65-1242 (0897)37-3844

子育て支援課 西条市明屋敷164 (0897)52-1370 (0897)52-1294

子育て支援課 大洲市大洲690-1 (0893)24-5718 (0893)24-0961

子育て支援課 伊予市米湊820 (089)982-1111 (089)983-3354

子ども総合セン
ター

伊予市尾崎3-1 (089)989-6226 (089)989-6226

子ども課
四国中央市三島宮川4-6-
55

(0896)28-6027 (0896)28-6031

福祉課
西予市宇和町卯之町3-
434-1

(0894)62-1150 (0894)62-3055

(089)964-4484

〔相談室〕
(089)964-4450

住民課
越智郡上島町弓削下弓削
210

(0897)77-2503 (0897)77-4011

保健福祉課
上浮穴郡久万高原町久万
212

(0892)21-1111 (0892)21-2862

福祉課 伊予郡松前町筒井631 (089)985-4114 (089)984-8951

介護福祉課 伊予郡砥部町宮内1392 (089)962-6299 (089)962-6820

保健福祉課 喜多郡内子町平岡甲168 (0893)44-2111 (0893)44-4116

保健福祉課こども
政策室

西宇和郡伊方町湊浦
1993-1

(0894)38-0217 (0894)38-1120

町民課
北宇和郡松野町大字松丸
343

(0895)42-1111 (0895)42-1119

保健福祉課
北宇和郡松野町大字延
野々1406‐4

(0895)42-0708 (0895)42-1550

町民生活課
北宇和郡鬼北町大字近永
800-1

(0895)45-1111 (0895)45-1119

保健福祉課
南宇和郡愛南町城辺甲
2420

代表
(0895)72-1211
直通
(0895)72-1212

(0895)70-1777

所在地 TEL FAX

松山市本町７－２ (089)922-5040 (089)923-9234

新居浜市星原町14-38 (0897)43-3000 (0897)43-3004

宇和島市丸之内3-1-19 (0895)22-1245 (0895)22-2020

１．市町

久万高原町

松 前 町

砥 部 町

内 子 町

伊 方 町

市 町 名

松 山 市

今 治 市

宇 和 島 市

八 幡 浜 市

新 居 浜 市

西 条 市

大 洲 市

伊 予 市

四 国
中 央 市

西 予 市

東 温 市

上 島 町

福祉課
TEL )(0894)62-1150

(089)964-4449保育幼稚園課 東温市見奈良530-1
保育幼稚園課
TEL (089)964-4484

子育て支援課支援係
TEL (0897)65-1242

子育て支援課
(0897)52-1370

子育て支援課
TEL (0893)24-5718

子育て支援課
TEL (089)982-1111

子ども課
TEL (0896)28-6027

要対協調整機関

子ども総合相談センター事務所
TEL (089)943-3215
（松山市築山町12-33　青少年セ
ンター内）

子育て支援課子ども家庭相談室
TEL (0898)36-1529

福祉課児童福祉係
TEL (0895)24-1111

社会福祉課
TEL (0894)22-3111

住民課
TEL (0897)77-2503

保健福祉課
TEL (0892)21-1111

福祉課
TEL (089)985-4114

介護福祉課
TEL (089)962-6299

保健福祉課
TEL (0893)44-2111

保健福祉課こども政策室
TEL (0894)38-0217

町民課
TEL (0895)42-1111

町民生活課
TEL (0895)45-1111

保健福祉課
TEL 代表 (0895)72-1211
       直通 (0895)72-1212

機関名 管轄区域

松 野 町

鬼 北 町

愛 南 町

２．児童相談所

福祉総合支援センター
〔子ども・女性支援課
児童支援グループ〕

松山市、今治市、八幡浜市、大洲市、伊
予市、東温市、上島町、久万高原町、松
前町、砥部町、内子町、伊方町

東予子ども・女性支援
センター

新居浜市、西条市、四国中央市、今治市
宮窪町四阪島

南予子ども・女性支援
センター

宇和島市、西予市、松野町、鬼北町、愛
南町

県

関係機関一覧表 
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TEL 管轄区域

(0897)56-1300 越智郡

(089)909-8756 上浮穴郡、伊予郡

(0894)23-2250 喜多郡、西宇和郡

(0895)22-3180 北宇和郡、南宇和郡

(089)948-6397 松山市

(0898)36-1523 今治市

(0895)24-1111 宇和島市

(0894)22-3111 八幡浜市

(0897)65-1240 新居浜市

(0897)56-5151 西条市

(0893)24-2111 大洲市

(089)982-1111 伊予市

(0896)28-6023 四国中央市

(0894)62-6428 西予市

(089)964-4406 東温市

TEL

(0896)23-3360

(0897)56-1300

(0898)23-2500

〔健康増進課〕
(089)909-8757

(0894)22-4111

(0895)22-5211

中
核
市

(089)911-1800

（婦人相談所）
福祉総合支援センター
〔子ども・女性支援課　女性支援グルー
プ〕

（精神保健福祉センター）
心と体の健康センター

子ども療育センター

発達障がい者支援センターあい・ゆう

総合教育センター

県

愛媛県警察本部総合相談室

今治警察署

松山東警察署

松山西警察署

新居浜警察署

西条警察署

西条西警察署

TEL

愛媛県警察少年サポートセンター

松山市南堀端町2-2　 (089)931-9110

　少年サポートセンター分室「ひめさぽ」

松山市本町7-2

松山市本町7-2

東温市田窪2135

東温市田窪2135　子ども療育センター１階

松山市上野町甲650

TEL

直通　(089)927-1626
相談専用　(089)927-3490

(089)911-3880

(089)955-5533

(089)955-5532

(089)963-3111
教育相談室　(089)963-3986

機関名

八幡浜保健所

宇和島保健所

松山市保健所

機関名 所在地 管轄区域

四国中央保健所

西条保健所

四国中央市三島宮川4-6-53

今治市、上島町

東温市、伊予市、久万高原町、松前町、砥
部町

八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方
町

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

松山市

今治市旭町1-4-9

松山市北持田町132

八幡浜市北浜1-3-37

宇和島市天神町7-1

松山市萱町6-30-5

四国中央市

新居浜市、西条市

所在地

西予市宇和町卯之町3-434-1

東温市見奈良530-1

県

市

西予市福祉事務所（社会福祉課）

東温市福祉事務所（社会福祉課）

西条市喜多川796-1

西条市明屋敷164

大洲市大洲690-1

伊予市米湊820

四国中央市三島宮川4-6-55

新居浜市福祉事務所（生活福祉課）

西条市福祉事務所（社会福祉課）

大洲市福祉事務所（社会福祉課）

伊予市福祉事務所（福祉課）

四国中央市福祉事務所（生活福祉課）

南予地方局健康福祉環境部　地域福祉課

松山市福祉事務所（生活福祉総務課）

今治市福祉事務所（生活支援課）

宇和島市福祉事務所（生活支援課）

八幡浜市福祉事務所（社会福祉課）

県

中予地方局健康福祉環境部　地域福祉課

南予地方局健康福祉環境部　八幡浜支局福祉室

３．福祉事務所

機関名

東予地方局健康福祉環境部　地域福祉課

６．警察署等

機関名 所在地

所在地

松山市北持田町132

八幡浜市北浜1-3-37

宇和島市天神町7-1

松山市二番町4-7-2

今治市別宮町1-4-1

宇和島市曙町1

八幡浜市北浜1-1-1

新居浜市一宮町1-5-1

西条市喜多川796-1

４．保健所

5．その他県関係機関

今治保健所

中予保健所

松山市南堀端町2-2　愛媛県警察本部少年課 (089)934-0110

四国中央警察署

松山市築山町12-33　松山市青少年センター２階 (089)934-0110

久万高原警察署

伯方警察署

松山南警察署

松山市勝山町2-13-2

伊予警察署

松山市北土居3-6-17

(0896)24-0110

(0897)35-0110

(0897)56-0110

(0898)64-0110

(0898)34-0110

四国中央市三島中央5-4-20

新居浜市久保田町3-9-8

西条市新田133-1

西条市壬生川124-1

今治市旭町1-4-2

今治市伯方町木浦甲4639-1

松山市須賀町5-36

上浮穴郡久万高原町久万542-4

伊予市下吾川960

(0897)72-0110

(089)943-0110

(089)952-0110

(089)958-0110

(0892)21-0110

(089)982-0110
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県

今治市母子生活支援施設ふたば荘

清光寮

西条市くるみ荘

西条市すみれ荘

市
今治市大正町4-2-10 (0898)32-5364

新居浜市中筋町2-4-37 (0897)41-6338

西条市大町68-6 (0897)56-3661

西条市北条230-2 (0898)64-2731

(7) 母子生活支援施設

所在地 TEL

松山市道後今市12-30 (089)925-2678

松山市小栗7-1-32（耐震・改修工事のため
別の場所に仮移転中）

問合せ先(089)948-6413（松山市子育
て支援課　家庭・子育て相談室）

機関名

愛媛県立愛媛母子生活支援センター

松山市小栗寮

機関名 所在地 TEL

７．児童養護施設等

(1) 児童養護施設

(0894)22-0110

(0894)62-0110

(0895)22-0110

(0895)72-0110

大洲警察署

八幡浜警察署

西予警察署

宇和島警察署

愛南警察署

東新学園

あすなろ学園

三愛園

愛媛慈恵会

所在地

新居浜市西連寺町2-8-32

今治市中堀4-2-26

松山市和田甲125

松山市束本2-13-3

機関名

ひまわりの家

(5) 児童家庭支援センター

機関名

こども家庭支援センターみどり

近永乳児院

(3) 児童自立支援施設

機関名

えひめ学園

(4) 情緒障害児短期治療施設（児童心理治療施設）

新居浜市船木2971-1

近永愛児園

(2) 乳児院

機関名

松山乳児院

北宇和郡鬼北町大字近永495

松山信望愛の家

親和園

八幡浜少年ホーム

みどり寮

ひまわりの家

(6) 自立援助ホーム

機関名

ウィング

てぃーだ

大洲市東大洲1686-1

八幡浜市広瀬2-1-5

西予市宇和町卯之町4-659

宇和島市並松2-1-30

南宇和郡愛南町御荘平城2982-2

松山市久万ノ台251-1

松山市中野町甲916

八幡浜市五反田1-25

宇和島市住吉町1-5-11

西予市宇和町久枝甲1429

機関名

(0893)25-1111

TEL

(0897)41-6274

(0898)41-9233

(089)994-7553

(089)921-1035

(089)924-9215

(089)963-8816

(0894)22-0026

(0895)22-1889

(084)89-3112

(0895)45-0409

所在地

松山市久万ノ台173

北宇和郡鬼北町大字近永494

TEL

(089)922-9720

(0895)45-0054

所在地 TEL

所在地 TEL

松山市内

四国中央市土居町小林１８−３

児童相談所にお問い合わせください

(0896)74-3538

(0897)41-7601

所在地

西予市宇和町久枝甲1429

TEL

(084)89-3112

所在地

宇和島市住吉町1-6-16

TEL

(0895)26-2282
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【法令】 

児童の権利に関する条約（抄） 

 
    平成元年１１月２０日：国際連合採択 

平成６年 ４月２２日：  日本批准  

 

第一条（児童の定義） 

 この条約の適用上、児童とは、十八歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によ

りより早く成年に達したものを除く。 

 

第二条（差別の禁止） 

１ 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、 皮膚の色、性、言語、

宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわら

ず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。 

２ 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形

態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

 

第三条（児童に対する措置の原則） 

１ 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機

関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 

２ 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、

児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 

３ 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれ

らの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。 

 

第五条（父母等の責任、権利及び義務の尊重） 

 締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により

定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の

発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。 

 

第九条（父母からの分離についての手続き及び児童が父母等との接触を維持する権利） 

１ 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が

司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると

決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居して

おり児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。 

２ すべての関係当事者は、１の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機

会を有する。 

３ 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父

母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。   

４ ３の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡（その者が当

該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。）等のいずれかの措置に基づく場合に

は、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となってい

関連法令・通知等 



148 
 

る者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。

締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。 

 

第十二条（意見を表明する権利） 

１ 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意

見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮され

るものとする。 

２ このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合

致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。 

 

第十三条（表現の自由） 

１ 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選

択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 

２ １の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、か

つ、次の目的のために必要とされるものに限る。 

 （ａ） 他の者の権利又は信用の尊重 

 （ｂ） 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 

 

第十六条（私生活等に対する不法な干渉からの保護） 

１ いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣（し）意的に若しくは不法に干渉され又は名誉

及び信用を不法に攻撃されない。 

２ 児童は、１の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 

 

第十八条（児童の養育及び発達についての父母の責任と国の援助） 

１ 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最

善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の

最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。 

２ 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を

遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の

提供の発展を確保する。 

３ 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が

便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

     

第十九条（監護を受けている間における虐待からの保護） 

１ 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態

の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取（性的虐待を

含む。）からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。 

２ １の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成そ

の他の形態による防止のための効果的な手続並びに１に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、

処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。 

 

第二十条（家庭環境を奪われた児童等に対する保護及び援助） 

１ 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどま

ることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。 

２ 締約国は、自国の国内法に従い、１の児童のための代替的な監護を確保する。 

３ ２の監護には、特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当
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な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児

童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。 

 

第二十三条（心身障害を有する児童に対する特別の養護及び援助） 

１ 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加

を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。 

２ 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、

申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受

ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。 

３ 障害を有する児童の特別な必要を認めて、２の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している

他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及

び個人の発達（文化的及び精神的な発達を含む。）を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、

リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することが

できるように行われるものとする。 

 

第二十四条（健康を享受すること等についての権利） 

１ 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられる

ことについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われない

ことを確保するために努力する。 

     

第二十七条（相当な生活水準についての権利） 

１ 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権

利を認める。 

２ 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確

保することについての第一義的な責任を有する。 

３ 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、１の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有

する他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、

物的援助及び支援計画を提供する。 

４ 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及び外国から、回収

することを確保するためのすべての適当な措置をとる。特に、児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国

に居住している場合には、締約国は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。 

 

第二十八条（教育についての権利） 

１ 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成す

るため、特に、 

 （ａ） 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。 

 （ｂ） 種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中

等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要

な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。 

 （ｃ） すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものと

する。 

 （ｄ） すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会

が与えられるものとする。 

 （ｅ） 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。 

２ 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するため

のすべての適当な措置をとる。 
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第三十一条（休息、余暇及び文化的生活に関する権利） 

１ 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を

行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。 

２ 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術

的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。 

 

第三十四条（性的搾取、虐待からの保護） 

 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、

次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 

 （ａ） 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。 

 （ｂ） 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。 

 （ｃ） わいせつな演技及び物において児童を搾作的に使用すること。 

     

第三十九条（搾取、虐待、武力紛争等による被害を受けた児童の回復のための措置） 

 締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の残虐な非人道的な若しくは品

位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進

するためのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境にお

いて行われる。 

 

 

 

児童福祉法（抄） 
 

公  布：昭和２２年１２月１２日 

施  行：昭和２３年 １月 １日 

最終改正：平成２８年 ６月 ３日 

（H28.10.1 施行条文及び H29.4.1 施行条文は枠囲みで表示） 

 

（児童の権利） 

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、

愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障

される権利を有する。 

 

（国民等の責務） 

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の

程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めな

ければならない。 

② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。 

③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 

  

（福祉保障の原理） 

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令

の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。 

 

（保護者の支援） 
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第三条の二 国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援し

なければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、

児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養

育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつ

ては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。 

 

（支援業務の適切な実施） 

第三条の三 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団

体として、第十条第一項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第二十四条第一項の規定による保育の実

施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならな

い。 

② 都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対

する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並

びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として、第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特

定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託又は入所の措置その他この

法律に基づく児童の福祉に関する業務を適切に行わなければならない。 

③ 国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童

が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の

措置を講じなければならない。 

     

（児童等） 

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 

 一 乳児 満一歳に満たない者 

 二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

 三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 

② この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童（発達障害者支援

法（平成十六年法律第百六十七号）第二条第二項に規定する発達障害児を含む。）又は治療方法が確立していない疾病そ

の他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三

号）第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。 

  

（妊産婦） 

第五条 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。 

  

（保護者） 

第六条 この法律で、保護者とは、第十九条の三、第五十七条の三第二項、第五十七条の三の三第二項及び第五十七条

の四第二項を除き、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 

  

（事業） 

第六条の三 この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実

施に係る義務教育終了児童等（義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第

一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。）につ

き第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行

い、あわせて第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助

を行う事業をいう。 

第六条の三 この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居にお

ける相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援（以下「児童自立生活援助」という。）を行い、あわ
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せて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。 

 一 義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等（第二十七条第一項第三

号に規定する措置（政令で定めるものに限る。）を解除された者その他政令で定める者をいう。次号において同じ。）

であるもの（以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。） 

 二 学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で

定める者であつて、満二十歳に達した日から満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの（満二

十歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた満二十歳未満義務教育終了児童等であつたものに

限る。）のうち、措置解除者等であるもの（以下「満二十歳以上義務教育終了児童等」という。） 

                                      〔平成２９年４月１日施行〕 

② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間

家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な

育成を図る事業をいう。 

③ この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的

に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設

に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。 

④ この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問す

ることにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状

況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。 

⑤ この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他に

より把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童（第八項に規定する要保護児童に該当するもの

を除く。以下「要支援児童」という。）若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護

者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦（以下「特定妊婦」という。）

（以下「要支援児童等」という。）に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に

関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。 

⑥ この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が

相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。 

⑧ この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令

で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童（以下「要保

護児童」という。）の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者（次条第一項に規定する里親を

除く。）の住居において養育を行う事業をいう。 

⑧ この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令

で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童（以下「要保

護児童」という。）の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者（次条に規定する里親を除く。）

の住居において養育を行う事業をいう。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

 

（里親） 

第六条の四 この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望

する者であつて、養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定め

るもののうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。 

② この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、

かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件

を満たす者であつて、第三十四条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。 

第六条の四 この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう。 

 一 厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者（都道府県知事が厚生労働省令で定め

るところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者に限る。）のうち、第三十四
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条の十九に規定する養育里親名簿に登録されたもの（以下「養育里親」という。） 

 二 前号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育すること及び養子縁組によつて養親となるこ

とを希望する者（都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了した者に限る。）のうち、第三

十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿に登録されたもの（以下「養子縁組里親」という。） 

 三 第一号に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者（当該要保護児童の

父母以外の親族であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。）のうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の

規定により児童を委託する者として適当と認めるもの 

                                     〔平成２９年４月１日施行〕 

 

（児童福祉施設等） 

第七条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、

児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設

及び児童家庭支援センターとする。 

第七条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、

児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児

童家庭支援センターとする。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

② この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院する障害児に対し

て行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入

院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複して

いる児童（以下「重症心身障害児」という。）に対し行われる治療をいう。 

     

（市町村が行う業務） 

第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

 一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

 二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

 三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びに

これらに付随する業務を行うこと。 

 四 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。 

② 市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技

術的援助及び助言を求めなければならない。 

③ 市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健

上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。 

④ 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員

の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。 

〔支援を行うための拠点の整備〕 

第十条の二 市町村は、前条第一項各号に掲げる業務を行うに当たり、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情

報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければな

らない。                                〔平成２９年４月１日施行〕 

 

（都道府県が行う業務） 

第十一条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。 

 一 前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市

町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 

一 第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、

市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。〔平成２９年４月１日施行〕 
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 二 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。 

  イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 

  ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。 

  ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を

行うこと。 

  ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。 

ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的

な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。 

〔平成２８年１０月１日施行〕 

  ホ 児童の一時保護を行うこと。 

  ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。 

ヘ 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。 

   （１） 里親に関する普及啓発を行うこと。 

   （２） 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。 

   （３） 里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治

療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。 

   （４） 第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の

調整を行うこと。 

   （５） 第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を

聴いて、当該児童の養育の内容その他の厚生労働省令で定める事項について当該児童の養育に関する計画

を作成すること。 

  ト 養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子とな

つた児童、その養親となつた者及び当該養子となつた児童の父母（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百

十七条の二第一項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含

む。）その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の   

   援助を行うこと。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

 

 三 前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき

専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。 

② 都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、

市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

② 都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、

市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

                〔平成２９年４月１日施行〕 

③ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任

することができる。 

④ 都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託するこ

とができる。 

④ 都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務（次項において「里親支援事業」という。）に係る事務の全部又は一

部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

⑤ 前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

⑤ 前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。                         〔平成２９年４月１日施行〕 
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（児童相談所の設置） 

第十二条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。 

② 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務（市町村職員の研修を除く。）及び同項

第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二

項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。 

③ 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務（前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。）を行うこ

とができる。 

④ 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）の長

（以下「福祉事務所長」という。）に必要な調査を委嘱することができる。 

 

② 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務（市町村職員の研修を除く。）並びに同

項第二号（イを除く。）及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第

二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。 

〔平成２８年１０月１日、２９年４月１日施行〕 

③ 都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ

円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。 

〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

④ 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第二項に規定する業務（前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。）を行う

ことができる。                             〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

⑤ 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）の長

（以下「福祉事務所長」という。）に必要な調査を委嘱することができる。   〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

 

（一時保護施設の設置） 

第十二条の四 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。 

 

（保健所の業務） 

第十二条の六 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。 

 一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。 

 二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。 

 三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。 

 四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。 

② 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協

力を求めることができる。 

     

（児童福祉司の職務） 

第十三条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。 

② 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しな

ければならない。 

 一 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都

道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者 

 二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の

者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの 

 三 医師 

 三の二 社会福祉士 
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 四 社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者 

 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの 

③ 児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専

門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。 

④ 児童福祉司は、政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域により、前項の職務を行い、担当区域内

の市町村長に協力を求めることができる。 

⑤ 第二項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

② 児童福祉司の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

③ 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しな

ければならない。 

一 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都

道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者 

 二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の

者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの 

 三 医師  

 四 社会福祉士 

 五 社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了し

たもの 

 六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの 

〔平成２９年４月１日施行〕 

④ 児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専

門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。     〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

⑤ 他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司は、児童福祉司

としておおむね五年以上勤務した者でなければならない。         〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

⑥ 前項の指導及び教育を行う児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 

〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

⑦ 児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求め

ることができる。                           〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

⑧ 児童福祉司は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。〔平成２９年４月１日施行〕 

⑨ 第三項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。 〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

 

（児童福祉司と市町村長及び児童相談所長との関係） 

第十四条 市町村長は、前条第三項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要

な援助を求めることができる。 

第十四条 市町村長は、前条第四項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要

な援助を求めることができる。                      〔平成２８年１０月１日施行〕 

 

② 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又

は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。   

  

（児童委員） 

第十六条 市町村の区域に児童委員を置く。 

② 民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 

③ 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 
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④ 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条の規定による推薦によつて行う。 

 

（児童委員の職務） 

第十七条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 

 一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 

 二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供

その他の援助及び指導を行うこと。 

 三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と

密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。 

 四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。 

 五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。 

 六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。 

② 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員（主任児童委員

である者を除く。以下この項において同じ。）との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行

う。 

③ 前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。 

④ 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。 

  

（児童委員と市町村長及び児童相談所長との関係） 

第十八条 市町村長は、前条第一項又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を

求め、並びに必要な指示をすることができる。 

② 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相

談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。 

③ 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由す

るものとする。 

④ 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。 

 

（子育て支援事業に関する市町村の責務） 

第二十一条の八 市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな

福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その

他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する

者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めな

ければならない。 

  

（必要な措置の実施） 

第二十一条の九 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て

短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業

及び子育て援助活動支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの（以下「子育て支援事業」という。）

が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。 

 一 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業 

 二 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業 

 三 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業 

 

（放課後児童健全育成事業の利用促進） 

第二十一条の十 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとと

もに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第六条の三第二項に規定する児童
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の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。 

 

（乳児家庭全戸訪問事業等） 

第二十一条の十の二 市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を行う

よう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等（特定妊婦を除く。）を把握したときは、当該要支援児

童等に対し、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。 

 

第二十一条の十の二 市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を行う

よう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等（特定妊婦を除く。）を把握したとき又は当該市町村の

長が第二十六条第一項第三号の規定による送致若しくは同項第八号の規定による通知若しくは児童虐待の防止等に関す

る法律（平成十二年法律第八十二号）第八条第二項第二号の規定による送致若しくは同項第四号の規定による通知を受

けたときは、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

② 市町村は、母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十条、第十一条第一項若しくは第二項（同法第十九条第

二項において準用する場合を含む。）、第十七条第一項又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行

うことができる。 

③ 市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で

定める者に委託することができる。 

④ 前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務に従事する者又は従事していた者は、

その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（母子保健に関する事業との連携及び調和の確保） 

第二十一条の十の三 市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の実施に当たつては、母子保健法に基づ

く母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。 

  

（市町村長への通知） 

第二十一条の十の四 都道府県知事は、母子保健法に基づく母子保健に関する事業又は事務の実施に際して要支援児童

等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。 

 

〔市町村への情報の提供〕 

第二十一条の十の五 病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関及

び医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関連する職務に従

事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めな

ければならない。 

② 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げ

るものと解釈してはならない。                       

〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

 

（保育所への入所措置等） 

第二十四条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事

由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによ

るほか、当該児童を保育所（認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされ

たものを除く。）において保育しなければならない。 

④ 市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優

先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園

において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること（以下「保育の利用」という。）の申込みを勧
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奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。〔※福祉事務所や児童相談所から、保育の実施が必

要と判断されて、通知のあった場合の規定〕 

④ 市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第五号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優

先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園

において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること（以下「保育の利用」という。）の申込みを勧

奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。〔※福祉事務所や児童相談所から、保育の実施が必

要と判断されて、通知のあった場合の規定〕                〔平成２９年４月１日施行〕 

 

（福祉事務所等への通告） 

第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童

委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯

した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければなら

ない。 

② 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるもの

と解釈してはならない。                        〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

 

（要保護児童対策地域協議会の設置） 

第二十五条の二 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦へ

の適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者（以下「関

係機関等」という。）により構成される要保護児童対策地域協議会（以下「協議会」という。）を置くように努めなけれ

ばならない。 

第二十五条の二 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童（第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十

三条第八項に規定する保護延長者（次項において「延長者等」という。）を含む。次項において同じ。）の適切な保護又

は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事

する者その他の関係者（以下「関係機関等」という。）により構成される要保護児童対策地域協議会（以下「協議会」と

いう。）を置くように努めなければならない。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

② 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦（以下「要保護児童等」という。）に関する

情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を

行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。 

② 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者（延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、

延長者等を現に監護する者を含む。）又は特定妊婦（以下この項及び第五項において「支援対象児童等」という。）に関

する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交

換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

③ 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければな

らない。 

④ 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機

関を指定する。 

⑤ 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施さ

れるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行

う者その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。 

⑤ 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施

されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応

じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者、母子保健法第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センターそ

の他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。            〔平成２９年４月１日施行〕 
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⑥ 要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の業務に係る事務を適切に行うことができ

る者として厚生労働省令で定めるものを置くように努めなければならない。 

 

⑥ 市町村の設置した協議会（市町村が地方公共団体（市町村を除く。）と共同して設置したものを含む。）に係る要保

護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前項の業務に係る事務を

適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるもの（次項及び第八項において「調整担当者」という。）を置く

ものとする。 

⑦ 地方公共団体（市町村を除く。）の設置した協議会（当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。）

に係る要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならな

い。 

⑧ 要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければなら

ない。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

 

（資料又は情報の提供等の協力） 

第二十五条の三 協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機

関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

 

（協議会の定める事項） 

第二十五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（秘密を守る義務） 

第二十五条の五 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由が

なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であつた者 

 二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者 

 三 前二号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあつた者 

  

（児童の状況の把握） 

第二十五条の六 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条の規定による通告を受けた場

合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。 

第二十五条の六 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条第一項の規定による通告を受

けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。 

〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

（要保護児童等に対する措置） 

第二十五条の七 市町村（次項に規定する町村を除く。）は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するも

のとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者（以下「通告児童等」という。）

について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

第二十五条の七 市町村（次項に規定する町村を除く。）は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊

婦（次項において「要保護児童等」という。）に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条第一項の

規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者（以下「通告児童等」という。）について、必要があ

ると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

〔平成２8 年 10 月１日、平成２９年４月１日施行〕 

 一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要

すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。 

 二 通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）第九条第六
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項に規定する知的障害者福祉司（以下「知的障害者福祉司」という。）又は社会福祉主事に指導させること。 

 三 第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援

を行うこと（以下「児童自立生活援助の実施」という。）が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道

府県知事に報告すること。 

三 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

 四 児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号）第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調

査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条

第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談

所長に通知すること。 

四 児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若

しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定

による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

 

② 福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童

等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

 一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要

すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。 

 二 次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致す

ること。 

 三 助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告

すること。 

 四 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。 

 五 児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若

しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定に

よる一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。 

 

（福祉事務所長の措置） 

第二十五条の八 都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは

次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要がある

と認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

第二十五条の八 都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条第一項の規定による通告又は前条第二項第二号若

しくは次条第一項第四号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要

があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

〔平成２8 年 10 月１日、平成２９年４月１日施行〕 

 一 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要

すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。 

 二 児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 

 三 保育の利用等（助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用若しくは第二十四条第五項の規定による措置をいう。

以下同じ。）が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、

又は通知すること。 

 四 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。 

 五 第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は

通知すること。 
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（児童相談所長の措置） 

第二十六条 児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二

項第一号、前条第一号又は少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定

による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各

号のいずれかの措置を採らなければならない。 

第二十六条 児童相談所長は、第二十五条第一項の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しく

は第二項第一号、前条第一号又は少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）第六条の六第一項若しくは第十八条第一項

の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、

次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。           〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

 一 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。 

 二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業

所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは

児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相

談支援事業（次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。）を行う者その他当

該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに委託して指導させること。 

 三 第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致するこ

と。 

 四 保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報

告し、又は通知すること。 

 五 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。 

 六 第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は

通知すること。 

 七 子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町

村の長に通知すること。 

二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事

業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しく

は児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特

定相談支援事業（次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。）を行う者そ

の他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに委託して指導させること。 

三 児童及び妊産婦の福祉に関し、情報を提供すること、相談（専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。）

に応ずること、調査及び指導（医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合を

除く。）を行うことその他の支援（専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。）を行うことを要すると認める

者（次条の措置を要すると認める者を除く。）は、これを市町村に送致すること。 

 四 第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致するこ

と。 

 五 保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報

告し、又は通知すること。 

六 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。 

 七 第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は

通知すること。 

 八 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動

支援事業、子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資す

る事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。 

〔平成２９年４月１日施行〕 
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② 前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定

する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければな

らない。 

 

（都道府県の措置） 

第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児

童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

 一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 

 二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業

所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障

害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府

県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支

援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省

令で定める者に委託して指導させること。 

 三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、

情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 

 三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、

児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。    〔平成２９年４月１日施行〕 

 四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。 

② 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医

療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設（第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。）

におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。 

③ 都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、

家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。 

④ 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者（第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設

の長を除く。以下同じ。）又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人

の意に反して、これを採ることができない。   

⑤ 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する

場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。 

⑥ 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置（第三項の規定により採るもの

及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。）若しくは第二項の措置を採る場合又は

第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府

県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。 

 

（児童自立支援施設等への入所措置） 

第二十七条の二 都道府県は、少年法第二十四条第一項又は第二十六条の四第一項の規定により同法第二十四条第一項

第二号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置（保護者の下から

通わせて行うものを除く。）又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。 

② 前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施設又は児童養護施設に入

所させる措置とみなす。ただし、同条第四項及び第六項（措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る

部分を除く。）並びに第二十八条の規定の適用については、この限りでない。 

 

（家庭裁判所への送致） 

第二十七条の三 都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要

とするときは、第三十三条、第三十三条の二及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に

送致しなければならない。 
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（秘密保持義務） 

第二十七条の四 第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導（委託に係るものに

限る。）の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（保護者からの隔離措置） 

第二十八条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童

の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意

に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。 

 一 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措

置を採ること。 

 二 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこ

と。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認める

ときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。 

② 前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。

ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置（第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条において同じ。）

の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該

児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することが

できる。 

③ 都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があると

きは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることが

できる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要が

あると認めるときに限る。 

④ 家庭裁判所は、第一項第一号及び第二号ただし書並びに第二項ただし書の承認（次項において「措置に関する承認」

という。）の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し

報告及び意見を求め、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。 

④ 家庭裁判所は、第一項第一号若しくは第二号ただし書又は第二項ただし書の承認（以下「措置に関する承認」とい

う。）の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告

及び意見を求め、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

⑤ 家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行う

ため当該保護者に対し指導措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し、指導措置を採るべき旨を

都道府県に勧告することができる。 

  

（立入調査） 

第二十九条 都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福

祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は

質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があつたときは、

これを提示させなければならない。 

  

（児童の同居届出） 

第三十条 四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭（単身の世帯を

含む。）に、三月（乳児については、一月）を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して二月以上（乳児

については、二十日以上）同居させた者（法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者

を除く。）は、同居を始めた日から三月以内（乳児については、一月以内）に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出

なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。   
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② 前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経て、都

道府県知事に届け出なければならない。 

③ 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する福祉

事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。 

  

（在所年齢の延長等） 

第三十一条 都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保

護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施

設において保護することができる。 

② 都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、

又は児童養護施設、障害児入所施設（第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。）、情緒障害児短期治

療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、引き続き同項第三号の規定による

委託を継続し、又はその者をこれらの児童福祉施設に在所させる措置を採ることができる。 

② 都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、

又は児童養護施設、障害児入所施設（第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。）、児童心理治療施設

若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、引き続き同項第三号の規定による委託を

継続し、若しくはその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることがで

きる。                               〔平成２９年４月１日施行〕 

③ 都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により障害児入所施設（第四十二条第二号に規定する医療型障害児入

所施設に限る。）に入所した児童又は第二十七条第二項の規定による委託により指定発達支援医療機関に入院した肢体不

自由のある児童若しくは重症心身障害児については満二十歳に達するまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に

在所させ、若しくは同項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。 

④ 前三項に規定する保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第三号若し

くは第二項に規定する措置とみなす。 

 

④ 都道府県は、延長者（児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。）につ

いて、第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の措置を採ることができる。この場合において、第二十八条

の規定の適用については、同条第一項中「保護者が、その児童」とあるのは「第三十一条第四項に規定する延長者（以

下この条において「延長者」という。）の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者を現に監護する者（以下こ

の条において「延長者の監護者」という。）が、その延長者」と、「保護者に」とあるのは「延長者の監護者に」と、「当

該児童」とあるのは「当該延長者」と、「おいて、第二十七条第一項第三号」とあるのは「おいて、同項の規定による第

二十七条第一項第三号」と、「児童の親権」とあるのは「延長者の親権」と、同項第一号中「保護者」とあるのは「延長

者の監護者」と、「第二十七条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第三号」と、

同項第二号中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」とあるのは「延長者」と、「第二十七条第一項第三

号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第三号」と、同条第二項ただし書中「保護者」とあ

るのは「延長者の監護者」と、「第二十七条第一項第二号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一

項第二号」と、「児童」とあるのは「延長者」と、同条第四項中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」

とあるのは「延長者」と、同条第五項中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」とする。 

 一 満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対す

る審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号若

しくは第二号ただし書若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの 

 二 第二項からこの項までの規定による措置が採られている者（前号に掲げる者を除く。） 

 三 第三十三条第六項から第九項までの規定による一時保護が行われている者（前二号に掲げる者を除く。） 

⑤ 前各項の規定による保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第一号か

ら第三号まで若しくは第二項の規定による措置とみなす。 

〔平成２９年４月１日施行〕 
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⑤ 第二項又は第三項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。 

 

⑥ 第二項から第四項までの場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

 

（一時保護） 

第三十三条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を

迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児

童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。 

② 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置を採るに至るまで、児童の安全

を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、

児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。 

③ 前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。 

④ 前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、 引き続き第一項又は第

二項の規定による一時保護を行うことができる。 

⑤ 前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合にお

いては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二

月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該児童に

係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の   

規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでない。 

 

⑥ 児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第一項の規定により一時保護が行われた児童については満二十

歳に達するまでの間、次に掲げる措置を採るに至るまで、引き続き一時保護を行い、又は一時保護を行わせることがで

きる。 

 一 第三十一条第四項の規定による措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。 

 二 児童自立生活援助の実施が適当であると認める満二十歳未満義務教育終了児童等は、これをその実施に係る都道

府県知事に報告すること。 

⑦ 都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第二項の規定により一時保護が行われた児童については満二十

歳に達するまでの間、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、児童相談所長をして、引き続き一時保護

を行わせ、又は一時保護を行うことを委託させることができる。 

⑧ 児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第六項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者（児童

以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。）

の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把

握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。 

 一 満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対す

る審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号若

しくは第二号ただし書若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの 

 二 第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られている者（前号に掲げる者を除く。） 

⑨ 都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延

長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況

を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委

託させることができる。 

⑩ 第六項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保

護とみなす。 

〔平成２９年４月１日施行〕 
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（児童相談所長の権限等） 

第三十三条の二 児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権

を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法（明治二十九年法律第八十九号）第七百

九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければ

ならない。 

第三十三条の二 児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権

を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾

をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

② 児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及

び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。   

③ 前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。 

④ 第二項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親

権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。 

  

（児童自立生活援助の実施） 

第三十三条の六 都道府県は、その区域内における義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合において、そ

の義務教育終了児童等から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者（都道府県を除く。次項に

おいて同じ。）に委託して、その義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、義務教育終了児童等

が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行わなければなら

ない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。 

② 前項に規定する義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、厚生労働省令の定めると

ころにより、入居を希望する同項に規定する住居その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出

しなければならない。この場合において、児童 自立生活援助事業を行う者は、厚生労働省令の定めるところにより、当

該義務教育終了児童等の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。 

③ 都道府県は、義務教育終了児童等が特別な事情により当該都道府県の区域外の第一項に規定する住居への入居を希

望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。 

④ 都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号又は第二十六条第一項第

五号の規定による報告を受けた児童について、必要があると認めるときは、その児童に対し、児童自立生活援助の実施

の申込みを勧奨しなければならない。 

⑤ 都道府県は、義務教育終了児童等の第一項に規定する住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に

資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運

営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。 

 

第三十三条の六 都道府県は、その区域内における満二十歳未満義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合

において、その満二十歳未満義務教育終了児童等から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者

（都道府県を除く。次項において同じ。）に委託して、その満二十歳未満義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定

めるところにより、児童自立生活援助を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適

切な援助を行わなければならない。 

② 満二十歳未満義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、厚生労働省令の定めるとこ

ろにより、入居を希望する住居その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならな

い。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、厚生労働省令の定めるところにより、満二十歳未満義務教

育終了児童等の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。 

③ 都道府県は、満二十歳未満義務教育終了児童等が特別な事情により当該都道府県の区域外の住居への入居を希望す

るときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。 

④ 都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号若しくは第二十六条第一
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項第六号の規定による報告を受けた児童又は第三十三条第六項第二号の規定による報告を受けた満二十歳未満義務教育

終了児童等について、必要があると認めるときは、これらの者に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなけ

ればならない。 

⑤ 都道府県は、満二十歳未満義務教育終了児童等の住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資す

るため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の

状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。 

⑥ 第一項から第三項まで及び前項の規定は、満二十歳以上義務教育終了児童等について準用する。この場合において、

第一項中「行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければなら

ない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、第三項中「図らなければならない」とあるのは「図るよう努

めなければならない」と読み替えるものとする。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

 

（児童相談所長の親権喪失の審判等の請求） 

第三十三条の七 児童又は児童以外の満二十歳に満たない者（以下「児童等」という。）の親権者に係る民法第八百三十

四条本文、第八百三十四条の二第一項、第八百三十五条又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止若しくは

管理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これ

を行うことができる。 

  

（児童相談所長の未成年後見人選任の請求） 

第三十三条の八 児童相談所長は、親権を行う者のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判

所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。 

② 児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童等（小規模住居型児童養育事業を行う者

若しくは里親に委託中若しくは児童福祉施設に入所中の児童等又は一時保護中の児童を除く。）に対し、親権を行う者又

は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、

厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。 

 

（児童相談所長の未成年後見人解任の請求） 

第三十三条の九 児童等の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、

民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行う

ことができる。 

 

（罰則） 

第六十一条の三 第十一条第五項、第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項、第二十一条の十の二第四項、第二十

一条の十二、第二十五条の五又は第二十七条の四の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処

する。 
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児童虐待の防止等に関する法律 
 

公  布：昭和１２年 ５月２４日 

施  行：昭和１２年１１月２０日 

最終改正：平成２８年 ６月 ３日 

（H28.10.1 施行条文及び H29.4.1 施行条文は枠囲みで表示） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えると

ともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予

防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の

支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資

することを目的とする。 

 

（児童虐待の定義） 

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護す

るものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行

為をいう。 

 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次

号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 

 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力（配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命

又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理

的外傷を与える言動を行うこと。 

 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力（配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命

又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。）そ

の他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

                                  〔平成２９年４月１日施行〕 

 

（児童に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立

の支援（児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。）並び

に児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭（家庭における

養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行

うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その

他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁

護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができ

るよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。   

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができ
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るよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自

立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係

る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。 

５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、

児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支

援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のため

に必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。 

６ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親

権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。 

７ 何人も、児童の健全な成長のために、家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）

及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。 

 

（児童虐待の早期発見等） 

第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、

医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、

児童虐待の早期発見に努めなければならない。   

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援

に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。 

３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならな

い。 

 

（児童虐待に係る通告） 

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所

若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十五条の規定による通告とみなして、

同法の規定を適用する。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定に

よる通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 

第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合において

は、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告

を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

 

（通告又は送致を受けた場合の措置） 

第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉

事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面

会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

 一 児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号の規定 により当該児

童を児童相談所に送致すること。 

 二 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第九条第一項の規定による立入り及

び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると

認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知すること。 

２ 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号若

しくは第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、

児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を
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講ずるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、

当該一時保護を行わせるものとする。 

２ 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号若

しくは第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、

児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を

講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

 一 児童福祉法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護

を行わせること。 

 二 児童福祉法第二十六条第一項第三号の規定により当該児童のうち第六条第一項の規定による通告を受けたものを

市町村に送致すること。 

 三 当該児童のうち児童福祉法第二十五条の八第三号に規定する保育の利用等（以下この号において「保育の利用等」

という。）が適当であると認めるものをその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長へ報告し、又は通知するこ

と。 

 四 当該児童のうち児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て

短期支援事業、同条第五項に規定する養育支援訪問事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第

十四項に規定する子育て援助活動支援事業、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第

一号に掲げる事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適当であると認めるものをその

事業の実施に係る市町村の長へ通知すること。 

                                  〔平成２９年４月１日施行〕 

３ 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを行う

ものとする。 

３ 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、市町村若しくは児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速や

かにこれを行うものとする。                     〔平成２９年４月１日施行〕 

 

（出頭要求等） 

第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該

児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質

問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、

これを提示させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、同伴すべき児童の

氏名その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条第一項の規定による児童

委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（立入調査等） 

第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事

務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合にお

いては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法

第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問とみなして、

同法第六十一条の五の規定を適用する。 

 

（再出頭要求等） 

第九条の二 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定

による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合におい
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て、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求

め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場

合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。 

  

（臨検、捜索等） 

第九条の三 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が前条第一項の規定による

出頭の求めに応じない場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い又はそ

の安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する

地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨

検させ、又は当該児童を捜索させることができる。 

 

第九条の三 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規

定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合にお

いて、児童虐待が行われている疑いがあるときは、当該児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童

の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は

簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索

させることができる。                         〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

 

２ 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、

必要な調査又は質問をさせることができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の許可状（以下「許可状」という。）を請求する場合においては、児童虐待が行われている

疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると認められる資料並びに当該児

童の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したこと及び前条第一項の規定による

出頭の求めに応じなかったことを証する資料を提出しなければならない。 

 

３ 都道府県知事は、第一項の許可状（以下「許可状」という。）を請求する場合においては、児童虐待が行われている

疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると認められる資料及び当該児童

の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したことを証する資料を提出しなければ

ならない。                             〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

 

４ 前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所又は捜

索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、

交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を都道府県知事に交付しなければならない。 

５ 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の規定による臨検又は捜索

をさせるものとする。 

６ 第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する児童に対して行うものであるた

めに他人から認知されること及び児童がその被害から自ら逃れることが困難である等の特別の事情から児童の生命又は

身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにかんがみ特に設けられたものであることを十分に踏まえた上で、適

切に運用されなければならない。 

 

（臨検又は捜索の夜間執行の制限） 

第九条の四 前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日没

から日の出までの間には、してはならない。 

２ 日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日没後まで継続すること

ができる。 
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（許可状の提示） 

第九条の五 第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければなら

ない。 

 

（身分の証明） 

第九条の六 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第

二項の規定による調査若しくは質問（以下「臨検等」という。）をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の

請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 

（臨検又は捜索に際しての必要な処分） 

第九条の七 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当たっ

て必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。 

 

（臨検等をする間の出入りの禁止） 

第九条の八 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、許可を受けないでその

場所に出入りすることを禁止することができる。 

 

（責任者等の立会い） 

第九条の九 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするときは、

当該児童の住所若しくは居所の所有者若しくは管理者（これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者

を含む。）又は同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。 

２ 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はそ

の地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 

 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認を行おうとする場合、又は同項の一時保護を行おうとし、

若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は

居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入

り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。 

 

第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認を行おうとする場合、又は同項第一号の一時保護を行おう

とし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住

所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、第九条第一項の規定によ

る立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

２ 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ迅速か

つ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、又は確

保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執

行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならな

い。 

 

（調書） 

第十条の二 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、

これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印
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しなければならない。ただし、立会人が署名押印をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれ

ば足りる。 

 

（都道府県知事への報告） 

第十条の三 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終えたときは、その結果を都道府県知事に報告しな

ければならない。 

 

（行政手続法の適用除外） 

第十条の四 臨検等に係る処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章の規定は、適用しない。 

 

（審査請求の制限） 

第十条の五 臨検等に係る処分については、審査請求をすることができない。 

 

（行政事件訴訟の制限） 

第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号） 第三十七条の四の規定

による差止めの訴えを提起することができない。 

 

（児童虐待を行った保護者に対する指導等） 

第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導は、親子の

再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境

を含む。）で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。 

２ 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合においては、当該保護

者は、同号の指導を受けなければならない。 

３ 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受

けるよう勧告することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において必要があると認めると

きは、児童福祉法第三十三条第二項の規定により児童相談所長をして児童虐待を受けた児童の一時保護を行わせ、又は

適当な者に当該一時保護を行うことを委託させ、同法第二十七条第一項第三号又は第二十八条第一項の規定による措置

を採る等の必要な措置を講ずるものとする。 

５ 児童相談所長は、第三項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護する児童に対し親権を行

わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、適切に、児童福祉法第三十三条の七の規定によ

る請求を行うものとする。 

 

（面会等の制限等） 

第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置（以下「施設入所等の措置」とい

う。）が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、児童虐待の

防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所

等の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、厚生労働省令で定める

ところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。 

 一 当該児童との面会 

 二 当該児童との通信 

２ 前項の施設の長は、同項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を児童相談所長に通知

するものとする。 

３ 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条の規定によるものに限る。）が採られ、又

は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童虐待を行った保護者

に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐
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待が行われるおそれがあり、又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、

当該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。 

 

第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条の規定によるものを除く。以

下この項において同じ。）が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び

児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保

護者が前条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について当該施設入所等の措置を採るこ

とが当該保護者の意に反し、これを継続することが困難であると認めるときは、児童相談所長は、次項の報告を行うに

至るまで、同法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を

行わせることができる。 

２ 児童相談所長は、前項の一時保護を行った、又は行わせた場合には、速やかに、児童福祉法第二十六条第一項第一

号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならな

い。 

 

第十二条の三 児童相談所長は、児童福祉法第三十三条第一項の規定により、児童虐待を受けた児童について一時保護

を行っている、又は適当な者に委託して、一時保護を行わせている場合（前条第一項の一時保護を行っている、又は行

わせている場合を除く。）において、当該児童について施設入所等の措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待

を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、

当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が第十二条第一項の規定による制限に従わないことその他の

事情から当該児童について施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反すると認めるときは、速やかに、同法第

二十六条第一項第一号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報

告しなければならない。 

 

第十二条の四 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条の規定によ

るものに限る。）が採られ、かつ、第十二条第一項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲

げる行為の全部が制限されている場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があ

ると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、六月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童

の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは

居所、就学する学校その他その通常所在する場所（通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常

移動する経路を含む。）の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する場合において、引き続き児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため

特に必要があると認めるときは、六月を超えない期間を定めて、同項の規定による命令に係る期間を更新することがで

きる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による命令をしようとするとき（前項の規定により第一項の規定による命令に係る

期間を更新しようとするときを含む。）は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかか

わらず、聴聞を行わなければならない。 

４ 第一項の規定による命令をするとき（第二項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を更新するときを含

む。）は、厚生労働省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。 

５ 第一項の規定による命令が発せられた後に児童福祉法第二十八条の規定による施設入所等の措置が解除され、停止

され、若しくは他の措置に変更された場合又は第十二条第一項の規定による制限の全部又は一部が行われなくなった場

合は、当該命令は、その効力を失う。同法第二十八条第三項の規定により引き続き施設入所等の措置が採られている場

合において、第一項の規定による命令が発せられたときであって、当該命令に係る期間が経過する前に同条第二項の規

定による当該施設入所等の措置の期間の更新に係る承認の申立てに対する審判が確定したときも、同様とする。 

６ 都道府県知事は、第一項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったと認めるときは、厚生労働

省令で定めるところにより、その命令を取り消さなければならない。 
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（施設入所等の措置の解除） 

第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者につい

て児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を

解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くととも

に、当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するために

採られる措置について見込まれる効果その他厚生労働省令で定める事項を勘案しなければならない。 

 

（施設入所等の措置の解除等） 

第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者につい

て児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を

解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くととも

に、当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するために

採られる措置について見込まれる効果その他厚生労働省令で定める事項を勘案しなければならない。 

２ 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項の

規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置又は行われた一時保護を解

除するときは、当該児童の保護者に対し、親子の再統合の促進その他の児童虐待を受けた児童が家庭で生活することを

支援するために必要な助言を行うことができる。 

３ 都道府県知事は、前項の助言に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。 

４ 前項の規定により行われる助言に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

 

（児童虐待を受けた児童等に対する支援） 

第十三条の二 市町村は、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第二十七条第一項に規定する特定教

育・保育施設（次項において「特定教育・保育施設」という。）又は同法第四十三条第三項に規定する特定地域型保育事

業（次項において「特定地域型保育事業」という。）の利用について、同法第四十二条第一項若しくは第五十四条第一項

の規定により相談、助言若しくはあっせん若しくは要請を行う場合又は児童福祉法第二十四条第三項の規定により調整

若しくは要請を行う場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければな

らない。 

２ 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者は、同

法第三十三条第二項又は第四十五条第二項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童（同法第十九条第一項

第二号又は第三号に該当する児童に限る。以下この項において同じ。）又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型

保育事業を利用する児童を選考するときは、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮を

しなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、

教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のため

の施策を講じなければならない。 

 

（施設入所等の措置の解除時の安全確認等） 

第十三条の二 都道府県は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第

二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置若しくは行われた一

時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰宅するときは、必要と認める期間、市町村、児童福祉施設その他の関

係機関との緊密な連携を図りつつ、当該児童の家庭を継続的に訪問することにより当該児童の安全の確認を行うとと  

もに、当該児童の保護者からの相談に応じ、当該児童の養育に関する指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。 

〔平成２８年 10 月１日施行〕  
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（児童虐待を受けた児童等に対する支援） 

第十三条の三 市町村は、子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設（次項において「特

定教育・保育施設」という。）又は同法第四十三条第三項に規定する特定地域型保育事業（次項において「特定地域型保

育事業」という。）の利用について、同法第四十二条第一項若しくは第五十四条第一項の規定により相談、助言若しくは

あっせん若しくは要請を行う場合又は児童福祉法第二十四条第三項の規定により調整若しくは要請を行う場合には、児

童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 

２ 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者は、同

法第三十三条第二項又は第四十五条第二項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童（同法第十九条第一項

第二号又は第三号に該当する児童に限る。以下この項において同じ。）又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型

保育事業を利用する児童を選考するときは、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮を

しなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、

教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のため

の施策を講じなければならない。 

〔平成２8 年 10 月１日、平成２９年４月１日施行〕 

 

（資料又は情報の提供） 

第十三条の三 地方公共団体の機関は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待

に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、そ

の保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、

都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で

利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。   

 ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は

第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

 

（資料又は情報の提供） 

第十三条の四 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉又は教育に関係す

る機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福

祉又は教育に関連する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童

虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、

その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村

長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限

度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただし、当該資料又は情

報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に

侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

                                  〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

 

（都道府県児童福祉審議会等への報告） 

第十三条の四 都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会（同条第一項ただし書に

規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会）に、第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等

並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心

身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他の厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。 

 

（都道府県児童福祉審議会等への報告） 

第十三条の五 都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会（同条第一項ただし書に



178 
 

規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会）に、第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等

並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心

身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他の厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。 

〔平成２8 年 10 月１日施行〕 

（親権の行使に関する配慮等） 

第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百二十条の規定

による監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなけれ

ばならない。 

２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であるこ

とを理由として、その責めを免れることはない。 

 

（親権の喪失の制度の適切な運用） 

第十五条 民法に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切

に運用されなければならない。 

 

（延長者等の特例） 

第十六条 児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者（以下この条において「延長者」という。）、延長者の親権を

行う者、未成年後見人その他の者で、延長者を現に監護する者（以下この項において「延長者の監護者」という。）及び

延長者の監護者がその監護する延長者について行う次に掲げる行為（以下この項において「延長者虐待」という。）につ

いては、延長者を児童と、延長者の監護者を保護者と、延長者虐待を児童虐待と、同法第三十一条第二項から第四項ま

での規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による措置とみなして、第十一条

第一項から第三項まで及び第五項、第十二条の四並びに第十三条第一項の規定を適用する。 

 一 延長者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

 二 延長者にわいせつな行為をすること又は延長者をしてわいせつな行為をさせること。 

 三 延長者の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、延長者の監護者以外の同居人による前

二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の延長者の監護者としての監護を著しく怠ること。 

 四 延長者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他

の延長者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

２ 延長者又は児童福祉法第三十三条第八項に規定する保護延長者（以下この項において「延長者等」という。）、延長

者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者（以下この項において「延長者等の監護

者」という。）及び延長者等の監護者がその監護する延長者等について行う次に掲げる行為（以下この項において「延長

者等虐待」という。）については、延長者等を児童と、延長者等の監護者を保護者と、延長者等虐待を児童虐待と、同法

第三十一条第二項から第四項までの規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定に

よる措置と、同法第三十三条第六項から第九項までの規定による一時保護を同条第一項又は第二項の規定による一時保

護とみなして、第十一条第四項、第十二条から第十二条の三まで、第十三条第二項から第四項まで、第十三条の二、第

十三条の四及び第十三条の五の規定を適用する。 

 一 延長者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

 二 延長者等にわいせつな行為をすること又は延長者等をしてわいせつな行為をさせること。   

 三 延長者等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、延長者等の監護者以外の同居人によ

る前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の延長者等の監護者としての監護を著しく怠ること。 

 四 延長者等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者等が同居する家庭における配偶者に対する暴力そ

の他の延長者等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

〔平成２９年４月１日施行〕 

（大都市等の特例） 

第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法（昭和二十二年法

律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二
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第一項の中核市（以下「中核市」という。）並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市におい

ては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市（以下「指定都市等」という。）が処

理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都

市等に適用があるものとする。 

 

（大都市等の特例） 

第十七条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法（昭和二十二年法

律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二

第一項の中核市（以下「中核市」という。）並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市におい

ては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市（以下「指定都市等」という。）が処

理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都  市等に関する規定として指定

都市等に適用があるものとする。                     〔平成２９年４月１日施行〕 

  

（罰則） 

第十七条 第十二条の四第一項の規定による命令（同条第二項の規定により同条第一項の規定による命令に係る期間が

更新された場合における当該命令を含む。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 

（罰則） 

第十八条 第十二条の四第一項（第十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。）

の規定による命令（第十二条の四第二項（第十六条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。）の規定により第

十二条の四第一項の規定による命令に係る期間が更新された場合における当該命令を含む。）に違反した者は、一年以下

の懲役又は百万円以下の罰金に処する。                〔平成２９年４月１日施行〕 

第十九条 第十三条第四項（第十六条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。）の規定に違反した者は、一年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

〔平成２8 年 10 月１日、平成２９年４月１日施行〕 
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【通知等一覧】 
 （指針等） 

・市町村児童家庭相談援助指針（平成 17 年 2 月 14 日雇児発第 0214002 号） 

・要保護児童対策地域協議会設置・運営指針（平成 17 年 2 月 25 日雇児発第 0225001 号） 

 

 （安全確認） 

 ・措置解除等に伴い家庭復帰した児童の安全確保の徹底について（平成 24 年 11 月 1 日雇

児総発 1101 第 3 号） 

 ・虐待通告のあった児童の安全確認の手引きについて(平成 22 年 9 月 30 日雇児総発 0930

第 2 号) 

 

 （連携体制・組織体制） 

 ・居住実態が把握できない児童への対応について（平成 27 年 3 月 16 日雇児総発 0316 第

1 号他、総務省、文部科学省及び厚生労働省連名通知） 

 ・養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の徹底について（平成 25 年 6 月 11 日雇

児総発 0611 第 1 号、雇児母発 0611 第 1 号） 

 ・養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について（平成 24 年 11 月 30 日雇児総発

1130 第１号、雇児母発 1130 第１号） 

 ・児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について（平成 24 年

11 月 30 日雇児総発 1130 第２号、雇児母発 1130 第２号） 

 ・児童虐待への対応における警察との連携の推進について（平成 24 年 4 月 12 日雇児総発

0412 第 1 号） 

 ・児童虐待に係る速やかな通告等に関する学校との連携について（平成 24 年３月 29 日雇児

総発第 0329 第１号） 

 ・妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に係る相談体制の整備について（平成 23 年 7 月 27

日雇児総発 0727 第 1 号・雇児福発 0727 第 1 号・雇児母発 0727 第 1 号） 

 ・妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健・医療・福祉の連携体制の

整備について（平成 23 年 7 月 27 日雇児総発 0727 第 4 号・雇児母発 0727 第 3 号） 

 ・学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について(平成 22 年 3 月

24 日雇児発第 0324 第 1 号)  

 

 （保護者支援） 

 ・児童虐待を行った保護者に対する指導・援助の充実について(平成 20 年 3 月 14 日雇児総

発第 0314001 号)〔「児童虐待を行った保護者に対する援助ガイドライン」,「家庭復帰の

適否を判断するためのチェックリスト」,「チェックリスト記入上の留意点」を含む〕 

  

 （その他） 

 ・「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交

付における児童虐待の被害者等の保護のための措置」について（平成 24 年９月 26 日雇児

総発 0926 第１号）  

 

【法令・通知等参照ウェブサイト】 
 ✧ 厚生労働省 児童虐待に関する法令・指針等一覧  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/hourei.html 

 ✧ 子どもの虹情報研修センター 児童虐待関連法令・通知等 

http://www.crc-japan.net/contents/statute/index.html 
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